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佐 藤 恵
本稿は、従来のレイベリング論が社会の側からの反作用を強調するあまりに軽視しがちであった、レイベ
リング・プロセスの対自的側面に改めて照準する。そして、社会的レイベリングの受容に伴う、自己アイデ
ンティティ形成・管理・執行のプロセスを、自己レイベリング・プロセスとして概念化する。自己レイベリ
ングは、被レイベリング者が社会的レイベリングによる自己定義権剥奪の苦痛を解消するために選択する、
自己適応の一様式として理解される。しかしながら、こうして社会的レイベリングがその深化態たる自己レ
イベリングに転化されると、抑圧はより自己の内部に食い込み、不可視化することとなるだろう。
本稿は、自己レイベリングを鍵概念とした、レイベリング論の新しい展開の試みである。

１．はじめに
1960年代後半から70年代にかけてアメリカ社
会学を中心に興隆をきわめたレイベリング論
は、論者によって研究方針の差異はあるものの、
社会的反作用の過程として逸脱現象を把握する
というインプリケーションは共通しているとい
えよう。すなわち、逸脱者の行為に、それを逸
脱たらしめる内的属性が備わっているのではな
く、当該行為を逸脱であると定義する他者と逸
脱者との相互作用において逸脱は現象するとい
うのがレイベリング論の視角である。
レイベリング論の基本的命題は、①相互作用

過程におけるセレクテイプ・サンクション（レ
イベリング・プロセスの対他的側面）と②被レ
イベリング者のアイデンティティ形成（レイベ
リング・プロセスの対自的側面）の二つに整理
される。しかし、伝統的実証主義では看過され
てきた他者の反応へ注目するあまりに、レイベ
リング論における行為者像は極端に受動的なも
のとなり、後者の命題が軽視されることとなっ
てしまった。社会的レイベリングを受けた行為

者の逸脱的アイデンティティ形成が単線的に想
定され、レイベリングを拒絶する行為者の自発
的選択が無視されるとともに、予言の自己成就
メカニズムについても、その成立条件が特定化
されないままブラックボックス化される結果と
なったのである。
従来のレイベリング論における、②のアイデ
ンティティ形成のメカニズムについての説明に
は、主に二つの見解が存在する。
（１）その一つは、犯罪者や同性愛者のケー

スを取り上げたベッカーの主張に見られるよう
に、逸脱的下位文化・組織的逸脱者集団の影響
を強調するものである。ベッカーによると、逸
脱者としてのレッテルを貼られた者は、他の逸
脱者との間での社会的相互作用を通じて肯定的
な評価・処遇を享受できる逸脱者集団を避難場
所とする。彼らはそこで互いのアイデンティテ
ィを確認し合ったり、自分たちの行為を正当化
する理論武装を身につけたり、あるいは社会統
制を回避するテクニックを学んだりするのであ
る。また、こうした社会的ネットワークの存在
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ことによって報酬を与えられるかもしれな
い」
「七、レッテルを貼られた逸脱者たちは本

来の役割への復帰をくわだてると罰せられ
る」
「八、残余的ルール違反者が公けにレッテ

ルを貼られる時に生じる危機のなかでは逸脱
者は被暗示性が高くなり、申し出された狂気
の役割を唯一の代替策として受けいれるかも
しれないのである」(Scheff,T.J.[1966=1979:
64-881、但し訳語を一部変更した)。

と同時に、慣習的世界に生きる人々との相互作
用も、逸脱者の逸脱者としての経歴の深化・発
展をもたらす。逸脱行動が発覚し、他者から逸
脱者というレッテルを貼られると、慣習的世界
への復帰を困難にする種々のサンクシヨンが加
えられるようになる。そして、逸脱者は逸脱者
の世界を脱することを結局は断念せざるをえな
い状況に追い込まれ、逸脱的アイデンティティ
を確立させてゆくのである(Becker,H.S.[1963=
1978])。
ベッカーの議論は、準拠集団としての逸脱者
集団からの影響という、他の逸脱者との相互作
用の観点、および非逸脱者との相互作用の観点
から逸脱的アイデンティティ形成のメカニズム
を検討したものである。この議論は逸脱キャリ
アの深化を継時的に把握しようとしているが、
しかし、相互作用の結果が逸脱者の自己アイデ
ンティティにいかなる形で取り込まれるのかに
ついてははっきりしない。
（２）もう一つは、精神病のケースを取り上

げたシェフの主張に見られるように、ステレオ
タイプ化された役割を自己概念として取り入れ
させる圧力を重視するものである。シェフは大
部分の精神医学の症状を既存のカテゴリーによ
っては説明できない残余的ルール違反と考え、
それらに関する九つの命題を示した。そのうち
の第四命題から第八命題までが、アイデンティ
ティ形成を説明するものとなっている。

六・七については逸脱者と非逸脱者との間
の、報酬と罰という正負のサンクションを介し
た相互作用に着目した命題であり、このインプ
リケーションは上のベッカーの議論にも共有さ
れている。シェフの独自性は、四・五・八に表
現されている如く、幼い時期から学習されてき
ている精神病患者というステレオタイプが、マ
スコミなどを通じて定着していることの指摘、
および、そのような否定的評価が逸脱者の自己
概念に及ぼす影響の重視にある。残余的ルール
違反者は、そのルール違反が問題化された時、
ひどく混乱し、不安になり、恥ずかしがるが、
かかる危機的状況の中では、逸脱者は他者たち
から提供される狂気というステレオタイプ化さ
れた役割に基づいて自己の行動を組織化する。
彼には精神病者の役割を自己概念の一部として
受容するようにとの圧力がかかり、彼の組織化
は医師のみならず、病院職員や他の患者たちを
も含めた他者たちによって妥当化されていく。
結果、それまでは無定形で一過性のものであっ
たかもしれない残余的ルール違反が構造化さ
れ、斉一的で安定的な枠組みとして、彼の行動
を組織するようになる。
シェフの議論は、レイベリングの自己概念に

「四、ステレオタイプ化した精神障害のイ
メージは幼年期の初期に学習される」
「五、狂気のステレオタイプは、日常的な

社会的相互作用のなかで、気づかないうちに
絶えず再確認される」
「六、レッテルを貼られた逸脱者たちはス

テレオタイプ化された逸脱者の役割を演じる
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与える影響という、自己レベルの観点から逸脱
的アイデンティティ形成のメカニズムを論じた
もので、被レイベリング者がレッテル通りに振
る舞うようになる理由を説明しようとしてい
る。だが、学習・社会化・内面化・被暗示化と
いった概念のみでは、自己と他者が自己に想定
するアイデンティティの乖離状態から逸脱者ア
イデンティティ獲得にいたる自我の適応過程を
明確に理解することは困難であるし、何よりも、
あるネガティブなカテゴリーを付与された人
が、なぜ自らの価値をおとしめるようなカテゴ
リーに「主体的に」はまり込み、予言を自己成
就させる方向でのパフォーマンスを行ってしま
うのかが説明されえない。
以上、レイベリング論の登場にいたる背景と
その理論仮説について確認してきた。アメリカ
社会学における社会問題意識と逸脱概念との関
係が、逸脱者・逸脱行為への注目から他者によ
る定義活動への注目へと転回していったこと、
そこから半ば必然的に、レイベリングされる自
己の主体的反応をレイベリング論が軽視してい
るという批判が帰結されたこと、しかし、レイ
ベリング論の基本的命題は、レイベリングする
側についての①セレクテイプ・サンクションと
レイベリングされる側についての②アイデンテ
ィティ形成の二本立てになっていることが見ら
れた。すなわち、自己から他者への「コペルニ
クス的転回」を強調するあまり、①と②という
形で相互作用局面におけるバランスのとれた命
題を持ちながら、②の方がアイディア倒れにな
ってしまっていると考えられるのである。レイ
ベリング論のインプリケーションを生かすため
にも、レイベリングを受けた人のアイデンティ
ティの適応様式を詳細に検討することが必要で
ある。
そこで本稿では、レイベリング論の命題②に

改めて照準し、相互作用におけるレイベリング
の及ぼす影響を、レイベリングを受ける人の自
己過程内部に視点を置くことで考察する。レイ
ベリング・プロセスにおいて被レイベリング者
が行うアイデンティティ管理（自己一自己関
係）・執行（自己一他者関係）の様式、とりわ
けレイベリングの受容＝予言の自己成就過程の
解明を行う。その際、レイベリング・プロセス
を逸脱理論＝ネガティブ・レイベリングに限定
して考えるのではなく、ポジティブ・レイベリ
ングも含め相互作用の一形式として一般的にと
らえ、再理論化する。こうした作業が目指すと
ころは、レイベリング論の眼目とみなされる、
被レイベリング者の苦痛を、自己定義権剥奪の
董掻としてより包括的に再概念化することであ
る。
なお、本稿では、レイベリングを行う人のこ
とを「レイベリング者｣、レイベリングを受け
る人のことを「被レイベリング者」と呼ぶ。ま
た、自己が自己一自己関係性（自己内対話性）
において、自己について語るべきアイデンティ
ティのストーリーが他者のレイベリングによっ
て崩壊しかかった時、それを-貫したものとし
て維持するべく行う営みのことを「アイデンテ
ィティ管理」と呼ぶ。そして、自己内で管理さ
れたアイデンティティを他者との相互作用場面
で執り行い、現実化させる営みのことを「アイ
デンティティ執行」と呼ぶ。

２．アイデンティティ問題
相互作用の関係性の中では、他者による自己
への、自己による他者へのカテゴリー化および
カテゴリー付与が不断に行われている。対象把
握のためのカテゴリーを創出することがカテゴ
リー化であるとすれば、社会に知識として蓄積
されているカテゴリーを対象に与えることが力
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ンテイティの形成・管理（対自）・執行（対他）
を志向する。自己のアイデンティティは、社会
的位置付けに先行して無前提に想定される内的
属性ではなく、関係の中での自他相互の意味付
与の産物として現象するものだ。その意味で、
他者とのコミュニケーションは、自己自身のア
イデンティティ定義がどの程度承認されている
かを確かめる自己確認としての機能を果たす。
レイベリング論が、主として逸脱行動論の文脈
で、他者による一方的なアイデンティティ定義
の抑圧性の告発を行ったのは、対他コミュニケ
ーションにおいて、自己のアイデンティティが

他者によるカテゴリー化・カテゴリー付与によ
って規定され、そうしたカテゴリーに基づいて
自己アイデンティティを再編成せざるをえない
ように交渉の余地を奪われてしまうことに対す
るクレイム申し立てであった。
アイデンティティが相補的なものである以

上、その定義をめぐって、自己による定義と他
者による定義との闘争が生じる。自己アイデン
ティティの定義をめぐる調整作業の過程で生じ
る闘争は、他者による定義に対するクレイム申
し立てを行う相互作用上の資格が認められるか
否かによって、二つの形態に分かれる。そのう
ち守自己にとって苦痛をもたらすのは、他者に
よる定義に対するクレイム申し立ての資格が認
められないような関係性である。これは、自己
による定義が他者による定義によって修正され
ることとは異なる。社会の一成員として認め,ら
れるべきクレイム申し立ての資格が保証されて
いれば、自己による定義が修正を余儀なくされ
たとしても、自己納得が可能なのである。

テゴリー付与である。カテゴリー化とカテゴリ
ー付与とをあわせて、本稿では（アイデンティ
ティ）定義と呼ぶことにしよう。
重要なことは、自己一他者関係性に相即して、
自己による自己のアイデンティティ定義という
自己一自己関係性が存立するということであ
る。自己は、たえず自己自身について、そのア
イデンティティ定義を行う。自己は、自己を現
実化する相互作用の関係の中で、自己について
のカテゴリー化およびカテゴリー付与を行い、
自らを把握するカテゴリーを自己に対しても他
者に対しても呈示する。
「誰か他者との関係において、また、関係を

通して、自己というアイデンティティは現実化
される」(Laing,R.D.[1961,1969=1975:94])と
いうレインの考えに立つと、自己アイデンティ
ティは、他者との相互作用において、相補的に
承認一実現されるものであると理解できる。相
補的であるとは、たとえば女性が母親としての
アイデンティティを自己に想定するためには子
どもが必要であることに見られるように、他者
との相互参照的な意味付与を通じて、自己のア
イデンティティが現実化されるということであ
る。私が自己のアイデンティティ定義を行うと
いうことは、この意味で、私が他者のアイデン
ティティ定義を行うことでもある。
ここから生じる問題は、私が何者であるかに

ついての-それは同時に、私と相互作用関係
にある他者が何者であるかについての一、自
己と他者との相互調整の問題である。アイデン
ティティは一般に、自己と他者との調整過程に
おいて、相互了解が得られれば安定的なものと
なり、それが得られない状態は回避されるべき
不安定な状態と考えられる。私たちは自己のア
イデンティティ定義をめく・り、相互作用関係に
ある重要な他者との交渉を行い、相補的アイデ

３．自己定義権の剥奪
ここで、自己のアイデンティティをめぐる他

者との定義の闘争において、他者による定義に
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対してクレイムを申し立てる相互作用上の資格
のことを自己宗義権と呼ぼう。他者との相互作
用場面の構築に参与する私たちは、こうした資
格としての自己定義権を有するものと原則的に
みなし合っている(1)o
相互作用場面では、他者は私に想定されるさ
まざまな属性の中から、あるものを優先的に認
知し、それに中心的な位置を与えて状況を定義
する。これに対して、私もまた、単なる被定義
の立場にとどまるのではなく、自らの目的・関
心・欲求に基づいてそれを修正したり、新たに
定義し直したりする。こうした相互作用の場に
おいて、私の自己アイデンティティは、調整を
繰り返しながらも、常に他者による承認を受け、
現実化されていく。自己の主張するアイデンテ
ィティは、この意味で、主観的であると同時に
社会的なものである。相互調整によって共同主
観的に構築される以上、私と他者とでは、私の
自己アイデンティティをめぐる定義がコンフリ
クトをきたす場合がある。すなわち、私の自己
アイデンティティをめぐって他者による定義と
私自身による定義との間にコンフリクトが発生
し、他者による定義が私自身による定義に優先
して私の自己アイデンティティを規定してしま
うこと、しかもそのように自己アイデンティテ
ィを規定されることに対して、クレイムを申し
立てる相互作用上の資格を奪われてしまうこ
と、これを自己定義権の剥蕊と呼ぶ。レイベリ
ングが侵犯するのは、被レイベリング者の自己
定義権なのであり、被レイベリングの体験がも
たらす苦痛は、自己定義権を剥奪されることに
基づくものである。
従来のレイベリング論は、この自己定義権剥
奪の苦痛およびその隠蔽メカニズムを十分に説
明してはいないと思われる。私の考えでは、そ
れは、自己レイベリング現象の概念化、および、

現象の概念化が明確
る。自己レイベリン

● 、 寺 一
吋？／テ レイベリン

になされていないことによる。自己レイベリン
グ現象についていえば、被レイベリング者には、
付与されたレッテル＝カテゴリーの指示するよ
うな属性・規定性が内的に自存しているわけで
はない。付与されたカテゴリーは、自己をその
ようなイメージでもって定義する他者の態度・
役割を自己が取得し、自己言及する時に、初め
て規定性が現象するのである。自己の自己自身
への関係のあり方のうち、他者からのレイベリ
ング＝社会的レイベリングが、自己自身への関
係に転化されたものを、自己レイベリングと呼
ぶ。貼られたレッテルを「飲み込む」というの
は、単に与えられたアイデンティティのストー
リーを内面化するということではなく、付与さ
れたカテゴリーにあらゆる意味が回収されてし
まうようなストーリーを被レイベリング者自身
が構成する、共同的ストーリー構築の謂いなの
である。自己定義権剥奪の苦痛は、このように
レイベリングが自己過程内部に食い込み、且己

合に、他者へ刀､列｣j士壬桐

のクレイム申し立てでは解決できぬこととな
り、甚だしいものとなる。
また、ポジティブ・レイベリングについてい

えば、社会的価値規準に照らしてポジティブと
される価値を付与されることであるため、一般
には問題視されにくい。従来、レイベリング論
においては、レイベリングの否定的価値評価機
能が関心の中心となっていた。ガーフィンケ
ルが「地位降格の儀式」と呼んだように
(Garfinkel,H・[19561)、レイベリングは、それを
被った人のアイデンティティを否定的に書き直
す遡及的機能を持つものであり、そうした相互
作用上の人格疑降を扱うという点に、レイベリ
ング論の力点が存在した。しかし、行為者の行
為の客観的属性から他者による定義活動への視
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的な他者によってカテゴリーが付与されるわけ
であり、外部執行性が可視的であるといえる。
これを「外部」執行性と呼ぼう。サックスによ
れば、支配的なカテゴリーは、人々が現実をど
のように理解するのかを規定するものであ,る。
支配的カテゴリーとは、「ある集団にあてはめ
るカテゴリーを、当該集団以外の集団が所有し
ている」(Sacks,H.[1979=1987:241)という「外
部」執行性をその本質とするのであり、「そ"の
カテゴリーに属さない非メンバーによって用い
られ､そのカテゴリーに属するメンバーには、
非メンバーに対して自分たちを同定するとき以
外は用いられない」(Sacks,H.[1979=1987:231)
ものである。
こうした「外部」執行性に対して、自己レイ

ベリング（自己一自己関係）の場合には、外部
の他者の視点を取得した自己自身によって團己
にカテゴリーが付与されるわけであり、「外部」
執行性が一見、不可視である。このような隠蔽
された「外部」執行性のことを〈外部〉執行性
と呼ぼう。そして、「外部」執行性とく外部＞
執行性の二つをあわせて外部執行性としよ
うい)O
カテゴリーが外部の他者の視点によって外部

執行的に付与されることは、二重の意味で問題
である。一つには、自己定義権が承認されず、
他者による状況定義の客体とされてしまうこと
である。もう一つは、カテゴリーの枠に沿って
自己自身を見、定義することを強制されること
である。現実構成、状況定義のやり方が他者に
よって決められ、他者の価値観に基づいた解釈
図式にはまり込んだ意味世界を構築しなければ
ならないところに追い込まれるのである。サッ
クスの言う「ホットロッダー」の例は、こうし
た問題を浮き彫りにしている。「ホットロッダ
ー」（暴走族）は、大人たちから「ティーンエ

点の移行というレイベリング論のインプリケー
ションに準拠すると、徳岡のいうように(徳岡
[1987：136-137])、ネガティブ・サンクシヨン
からネガティブ・パフォーマンスへというネガ
ティブ・レイベリング（狭義のレイベリング）
のプロセスだけでなく、ポジティブ・サンクシ
ョンからポジティブ・パフォーマンスへという
ポジティブ・レイベリングのプロセスをも、広
義のレイベリング論の射程に収めることができ
るだろう(2)o
紙幅の都合上、以下ではネガティブ・レイベ
リングについてのみ扱い、ポジティブ・レイベ
リングについては別稿での展開を期することと
する(3)。

５．レイベリング・プロセスの再定式化
結論的に定式化しておくと、レイベリングと
は、特定の利害関心に準拠し、社会的価値規準
においてポジティブあるいはネガティブな評価
に基づく一般的人格評価を随伴する社会的カテ
ゴリーを特定個人に外部執行的・迭捉貫通血に
付与し、ポジティブあるいはネガティブな取扱
いを行う相互作用上の一連のプロセスである。
すなわち、レイベリングを、次の三つの条件

一外部執行性・人格評価の随伴・状況貫通性
一を満たす社会的カテゴリーの付与とそれに

基づく取扱いのプロセスととらえたい。そして、
レイベリングが他者によって行われる場合を社
会的レイベリングと呼び、社会的レイベリング
が自己一自己関係へと転態きれ抑圧が深化した
形態を自己レイベリングと呼ぶことにする。

1)外部執行性
自己へのカテゴリー付与が他者の視点に基づ

いて執行されることである。社会的レイベリン
グ（自己一他者関係）の場合には、外部の具体
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当該個人の人格をポジティブ／ネガティブに意
味付ける。そしてそれは、実践レベルでの上方
排除（インフォーマルな人格賞賛）／下方排除
(フォーマルな刑罰、インフォーマルな人格睡
降）といった取扱いを招来するのである。
ここでいう「ポジティブ／ネガティブ」な価

-ジャー」としてのカテゴリー化を受ける。大

人たちは、「ティーンエージャー」というカテ
ゴリーを通してしか若者を認識しない。このこ
とによって、若者たちは、支配的な大人文化の
価値観を体現するような意味付けを受ける状況
の一構成要素として把握され、状況の現実を定
義することへの参与を封殺されるのである。ま
た、大人たちは、彼らの若者に関する知識を自
明のものと考え、若者も当然そうした見方で自
分自身を見ることを期待し、それを強制する。
若者は、こうして大人＝他者の執行する「ティ
ーンエージャー」カテゴリーによって自分たち
のアイデンティティを支配されてしまうのであ
る。

値評価とは、 ､'固亥社会の価値規範に照らしてホ

ネガテ、 浄 一

ン ブ 役レイベリ

若が認知すゑという意味であり、これは、レイ
ベリング自体を「苦痛と感受しない／苦痛と感
受する」ということとは独立である(5)。

3)状況貫通性
ある特定のカテゴリーのみがいついかなる相

互作用の状況においても状況貫通的・汎状況的
に強調され、そのカテゴリーに属すると想定さ
れるという事実だけを根拠に特定の人格評価が
外部執行的に付与されるようなアイデンティテ
ィ定義の問題性である。
状況貫通性は他の二つの性質一外部執行
性・人格評価の随伴一と位相を異にする。被
レイベリング者にとっては、他の相互作用関係
において行われるアイデンティティ定義が、
｢ここといま」においても行われるという一般
化のあり方が問題なのであって、「ここといま」
の多様性・流動性が、他の相互作用関係を参照
されることで、特定のカテゴリーに回収されて
しまうのである。特定のカテゴリーを用いたレ
イベリングが制度化・構造化すると、そのカテ
ゴリーは状況貫通性を帯び、その概括力を増す。
そして、それによる分節・分類は、他のすべて
の地位よりも優先して個人を識別するような指
標となってつきまとうのである。したがって、
本稿が対象とするレイベリング現象とは、ある
個人を特定のカテゴリーを付与することによっ
て認識し、それにふさわしい取扱いを行うとい

「｢ティーンエージャー」というカテゴリ
ーと「ホットロッダー」というカテゴリーの

大きな違いは、「ティーンエージャー」はお
となが管理するカテゴリーであるということ
である。「テイーンエージャー」について知
られていることは、おとなによって押しつけ
られたものなのである。そしてもちろん、白
人に対する黒人の関係においてもパラレルな
状況が存在する」(Sacks,H.[1979=1987:281)o

2)人格評価の随伴
個人の人格全般に対するポジティブ／ネガテ
ィブな価値評価を伴うカテゴリー化は、彼のあ
らゆる行為をそのカテゴリーの想定する人格に
起因するものと解釈することを導く。このこと
は、彼の行為の自由な選択可能性を封じると共
に、そのアイデンティティを価値付け、拘束す
る。レイベリング者は被レイベリング者を何ら
かの基準に基づいて分類し十把一絡げの類型把
握＝カテゴリー化を行う。そのカテゴリーには
特定の一般的人格評価が随伴し、認識レベルで
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てもクレイム申し立ての対象となる他者が自己
外部に存在しない。この段階に至って、被レイ
ベリング者は付与されたレッテル＝カテゴリー
の指示するアイデンティティを自ら形成し、
｢予言の自己成就」現象が発生する。
本章では、こうした自己の自己に対するレイ
ベリング＝自己レイベリングのメカニズムにつ
いて考察することとしたい。

う相互作用関係が制度化・構造化された段階を
指すものとし、カテゴリーの生成、およびそう
したカテゴリーによって規定される相互作用関
係の制度化・構造化のプロセスについては今後
の課題とする。

上の三つの条件のうち、外部執行性と状況貫
通性とは被レイベリング者の自己定義権剥奪の
感覚を喚起し､人格評価の随伴はレイベリング
者によって定義された私の自己アイデンティテ
ィの価値を表す。レイベリングとは、こうした
性質を備えるカテゴリーの付与とそれに基づく
取扱いである。すなわち、レイベリングは、カ
テゴリーの付与十［外部執行性・ポジティブ／
ネガティブな人格評価の随伴・状況貫通性］＋
ポジティブ／ネガティブな取扱い、という現象
であると考えられる。このように考えると、自
己定義権の剥奪という観点からはポジティブ・
レイベリングとネガティブ・レイベリングとの
共通性を別出することができ、同時に被レイベ
リング者の感受する一次的な苦痛の有無という
観点から二つのレイベリングの差異を見出すこ
とができる。

（１）ローテンバーグの自己レイベリング論
自己レイベリングに関して興味深い議論を展

開しているのがローテンバーグである。彼はそ
の著書「逸脱のアルケオロジー：プロテスタン
テイズムの倫理とく失敗〉の精神」において、
マックス・ウェーバーの逆をつく形で、カルビ
ニズム的予定説のネガティブな側面を扱った
(Ro"nirrg,M.[1978=1986I)｡ローテンバーグに
よれば、西欧社会におけるレイベリングに内在
する取消し不能性という特性は、プロテスタン
テイズムの予定説的二元論に根ざしている。す
なわち、予定説的な成功者／失敗者図式では、
選ばれし者（インサイダー）であることをたえ
ず行動で証明しその「しるし」を提示し続けな
い限り、人はすべて呪われし者（アウトサイダ
ー）のカテゴリーに分類される。ところが、操

作上は、行動（無努力・不適合）が独立変数で、
カテゴリー（アウトサイダー）が従属変数であ
るはずなのに、カテゴリー（呪われし者）が決
定論的な独立変数で、行動（失敗・拒絶）が従
属変数であるかのように、認知上の転倒が生じ
ることになるのだ。たとえば、ある特定の行動
に精神病のカテゴリーを付与する過程が、あの
人は精神病だから病的に行動するのだ、と錯認
きれる。付与されたカテゴリーが暗黙のうちに
示す決定性・先天性が、レイベリング過程を隠
蔽するのである。

６．自己レイベリング
被レイベリング者は、相互作用関係にある他
者からレイベリングを受けることによって、自
己定義権剥奪による苦痛を感受する。このこと
は、これまでの議論で見てきた通りである。こ
れは、自己一他者関係における、アイデンティ
ティをめぐる定義のコンフリクトであり、解放
戦略としては他者へのクレイム申し立てが考え
られる。ところが、以下で見るように、レイベ
リングが自己一自己関係に取得され自己レイベ
リング現象が引き起こされた場合には、自己が
自己を抑圧し続けることとなり、苦痛を感受し
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ローテンバーグは、レイベリングにおける自
己レイベリングの重要性を強調し、社会的レイ
ベリングが自己レイベリングに変換されるその
条件を特定する。彼によると、レイベリングに
よる予言の自己成就過程の成立は、「ほろび」
のしるし（＝変革不能）／「選良」のしるし
（＝変革可能）という人間の先験的類別化・宿
命論的二元論をあらかじめ人々が共有している
場合にのみ起こるのだ、ということになる。他
者による社会的レイベリングが独立変数で自己
レイベリングが従属変数であるのではなく、先
験的類別化が独立変数としてあり、その顕在化
を助成する社会的レイベリングを経て、従属変
数としての自己レイベリングが生じるというの
である⑯)o
ローテンバーグのこうした自己レイベリング

論は、レイベリングの基底には人間類型がある
という興味深い論点を提示している。しかし、
従来のレイベリング論以上に決定論的であり、
脱レイベリングの可能性が存在しないとされる
文化においては、レイベリングに対してクレイ
ム申し立てを行う被レイベリング者の主体性が
想定されないことになってしまうという問題を
含んでいる。
したがって、本稿では、ローテンバーグとは

視点を異にし、相互作用場面における被レイベ
リング者のアイデンティティ解体とその再編成
に注目したいと思う。このように自己レイベリ
ング現象を相互作用における達成物ととらえる
立場に立つことは、（本稿では扱わないが）脱
自己レイベリングの可能性を論理的に担保する
こととなるだろう。

ここでは、仮説的に六つの変数を挙げることに
する。

１)自己の行為がアイデンティティにとって
中心的意味を持つ場合。
２)サンクションが中程度である場合。
これは、フェスティンガーの次のような

考えに依拠している。「単に公的な承諾を得
るだけでなく私的意見をも変化させようとす
るならば、そのための最良の道は外面的服従
をやっと引き起こす程度の賞やまたは罰を与
えることである」(Festinger,L.[1957=1965:
93])。
３)行為のみならず人格にも照準したカテゴ
リー化が行われる場合。
４)レイベリング者が被レイベリング者にと
って重要な他者である場合。
５)被レイベリング者にとっての「保護集団」
が存在しない場合(7)。
６)被レイベリング・キャリアがすでに深化
している場合。

６)は、すでに形成されているアイデンティテ
ィを確認・補強するものとして社会的レイベリ
ングが作用する場合である｡これに対して、１）
～5)は従前のアイデンティティが無力化され、
付与される新たなアイデンティティに再編成さ
れる場合である。以下では、１)～5)の場合につ
いて、見ていこう。

（３）自己との相互作用
従来のレイベリング論では、逸脱者・逸脱行
為への注目から他者による逸脱定義活動への注
目へと視点が転回されているために、レイベリ
ングを受けた人がレッテルの指示するアイデン
ティティを形成することがほぼ無条件に前提さ

（２）自己レイベリングの条件
社会的レイベリングが自己レイベリングに転
化されやすいのはいかなる場合であろうか。
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り（<外部〉執行性)、レイベリングヘのクレイ
ムを申し立てる資格を自ら剥奪することとなっ
て、抑圧はより自己の内部に食い込む(8)。

れていた。しかし、レイベリング論の理論的源
流とされるシンボリック相互作用論の観点から
すると、行為者はすでに確立された意味を単に
自動的に想起し適用するのではなく、自分が置
かれた状況と自分の行為の方向という見地か
ら、指示一解釈という過程を通してその行為の
中で意味を使用すると言える。
人間は、他者との社会的相互作用を行うばか
りではなく、自己との相互作用(self-interaction)、
自分自身とのコミュニケーションをも行う。こ
の自己との相互作用という解釈の過程を通し
て、意味は行為の中でその役割を果たす。プル
ーマーによると、これは二つの段階から成る

(Blumer,H.[1969=1991])。一つ目は、自己が行
為を行う対象となる事物や他者を、自己に対し
て指示(indication)する過程である。レイベリン
グ・プロセスでいえば、相互作用を通して構成
されてきたレッテル＝カテゴリーの意味を、自
己自身に指示し、それに対する適応行為を推し
進める立場に自分を置く段階に当たる。
ここから、自己に対して指示された意味を取
り扱う解釈(interpretation)過程が生じる。これ
が二つ目の段階である。レイベリング・プロセ
スでいえば、レイベリングを受けた人が自己の
アイデンティティを管理しそれを相互作用場面
で執行していくための反応様式を作動させる段
階に当たる。
レイベリングを受容するということは、被レ
イベリング者の中に単に他者の意味付けが流れ
込んでくるということではなくして、自分自身
の手で、社会から付与されたストーリーに沿っ
て自己を形成するということである。先に社会
的レイベリングに用いられるカテゴリーの三つ
の条件を挙げたところでも述べたが、「外部」
執行性については、自己レイベリングに転化さ
れると「外部」執行性が隠蔽されて不可視とな

（４）自己レイベリング
社会的レイベリングが自己レイベリングを引
き起こすのは、上述の通り、自己の意味世界が
危機に陥り、新たなストーリーを再構築す為必
要性に迫られた時であると考えたい。すなわち、
自己のアイデンティティの無力化・解体とそれ
に続く再編成という過程である。
この過程を典型的に示すのが、ゴッフマ;ﾝの

描くアサイラムである(Goffman,E.[1961=
19841)。ゴッフマンは全制的施設、つまり類似
の境遇にある人々が相当期間にわたって外界か
ら遮断され、同じ権威の下で同じプランに従っ
て全面的に管理されているような組織．施設に
おいては、被収容者の自己の無力化過程が進行
することを示した。被収容者は、外界での生活
から持ち込んだ私物・文化・役割を剥奪され、
また、特権的な職員によって自己尊厳の徹底的
な降格を被ることになる。こうして過去との切
断が強制されるとともに、アイデンティティ装
備の喪失のために個人的なアイデンティティが
切り捨てられることとなる。被収容者と職員と
は相互接触の機会が制限されており、両者間の
社会的距離はきわめて大きいので、互いに抽象
的カテゴリーによって認識し合っているのだ
が、特にそれは上からの不断の規制的相互1行為
に浸透され行為の自律性が侵害されている被収
容者の自己を無力化する。このような剥奪過程
と平行して行われるのが特権体系の教育、すな
わち個人の再編成過程である。それは、所内規
則、賞あるいは特権、そして罰を要素とし、施
設への協調性を引き出す目的で被収容者の自己
を再組織化していくものである。こうした中で、
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全制的施設への適応様式として、自己自身に関
する職員の見解を受け入れ、非の打ちどころの
ない被収容者の役割を遂行する「転向」という
方途を採る者が現れるにいたるのである。
剥奪による無力化を被った被収容者は、自己
の想定するアイデンティティが解体させられ、
その再編成のため、他者から付与されるアイデ
ンティティに適合的なように自己像・自己概念
を改変していく。さらに、自ら積極的に付与さ
れたカテゴリーを選び取る自己拘束的行動で、
以前のアイデンティティへの思いを断ち切ると
ともに、新しいアイデンティティの依拠する価
値観を体現する。自己の社会的類型化によって
自己を自己以外の他者あるいは事物との関連で
価値的に位置付け、意味付与することが可能と
なり、アイデンティティ感覚やリアリテイを確
保することができるのである。
アイデンティティとは、「自分が何者である
かを、自己に語って聞かせる説話（ストーリー）
である」(Laing,R.D.[1961,1969=1975:1101)。
人は自己について語り続けるべきアイデンティ
ティのストーリーを必要とし、それが喪失され
た危機的状況においては、たとえ他者から押し
付けられた、自己にとって苦痛なストーリーで
あっても、それにすがらざるをえないのである。

<２＞しかし、アイデンティティ・ストーリーを
語るための装備が剥奪され、自己尊厳の降格に
よる、自己の呈示するストーリーの寸断・一貫
性の喪失という無力化のプロセスの中で、レッ
テル＝カテゴリーを受け入れることを余儀なく
され、彼は受容の決定を下す。重要な他者の呈
示するレッテル＝カテゴリーを取得するのであ
る◎語るべきストーリーが語れなくなったこと
による苦痛は、ひとまず回避される。

<３〉アイデンティティ・ストーリーの解体した
自己には、ストーリーを再構築することが要請
される。ところが、レッテル＝カテゴリーに沿
って構成される新たなアイデンティティ．スト
ーリーは、自己の望まないネガティブな人格評

価で意味付けられており、それは自己に一次的
な苦痛をもたらす。すると、自己の自己に対し
て想定する人格評価は、従前のストーリーのそ
れと現在の新しいストーリーのそれ、つまり期
待水準という認知要素と現実水準という認知要
素とが齪館をきたすこととなる。だが、現実水
準を期待水準に引き上げる手段は、レイベリン
グ関係によって封じられている。この時、両認
知要素間の不協和による不快を低減するため
に、自己は何らかの対処を迫られる。

（５）自己レイベリング・プロセス
そこで、自己ネガティブ・レイベリングのプ
ロセスを以下のように考える④)。
<１＞他者から付与されたレッテル＝カテゴリー
と、それまで自己の語っていたストーリーを構
成するカテゴリーとの間で、自己は葛藤状況に
陥る。すなわち、被レイベリング者の自己アイ
デンティティをめぐる他者と自己の定義の間に
コンフリクトが発生する。

<4〉不協和を低減させるために、彼はそれまで
のアイデンティティ・ストーリーの自己にとっ
ての重要性を自ら減じる。つまり、レッテルの
指示する人格評価に、自分はふさわしい人間な
のだと信じ込むようになる。こうして、彼はネ
ガティブな人格評価付与に基づく苦痛を解消
し、新たなストーリーを積極的に語るようにな
る。すなわち、付与されたレッテルを「飲み込
む」ことを余儀なくされるのである。
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う。こうした演技は、当初は内面の変容を伴わ
ない外面的承諾であるが、付与されたカテゴリ
ーをもとに自己のアイデンティティを語るにつ
れて、次第に、彼はカテゴリー通りに自身を形
成し、内面の変容を経験することで、予言を自
己成就させてしまう。つまり、カテゴリーに
｢ひっかけられる」のである。

<5〉新たなストーリーを語り始めるということ
は、遡及的解釈による伝記の再編成を行うこと
である。自己の現実の行為の断片が新たな文脈
の中に意味付けを換えて組み込まれ、それが過
去からずっとそうであった基本的なリアリテイ
として把握される。自分が何者であり続けてき
たのかを自己に語って聞かせること・言語的な
説明を行うことで、私たちは自己内部過程でア
イデンティティの管理を行う。レイベリングを
受け危機に瀕したアイデンティティは、新しい
ストーリーに形作られていく。

「俗に“つっぱり”と呼ばれる態度は、落
ちこぼれなどと否定的なレッテルを貼られた
者が、「な-に、これは、自分が好んで引き
受けた役割演技なのさ」と開き直っているこ
とである。だが、実は、こうして強がって見
せ、開き直ったまさにその時点で、彼は「落
ちこぼれ」というこのレッテルに文字通りひ
っかけられたことを意味する。他者のまな･ざ
しのなかでしか「自分とは何か」（のアイデ
ンティティ）を確認しえない他人指向型のひ
とたちは、他者が貼りつけたいやなレッテル
を自ら引き受ける（そう見せる）ことで、一
見自身のプライドを保ちながら、その実この
レッテルが予言するいやな人間を、ついには
演じきってしまうことにもなるのであjる」
(大村[1989:58])｡

<6＞そして、そのようなアイデンティティは相
互作用場面において他者に対して語られること
で執行され、他者からの承認を求める。こうし
た自己の後続行為に対して他者が承認のフィー
ドバックを返すことの繰り返しの中で、共同主
観的なアイデンティティは次第にその現実性を
獲得するのである。

<7＞こうして、レイベリング者と被レイベリン
グ者との間には、ストーリーを拘束し解体する
者とされる者という、非対称的な関係性が成立
する。こうした関係性は、自己レイベリング・
プロセスの進展に伴って、構造化していくこと
となる。すなわち、レイベリング者と被レイベ
リング者とが共同主観的に構築する社会的世界
においては、いつでも同様な関係性が当初から
持ち込まれ、「ここといま」の流動性・多様性
は隠蔽されてしまうのである。

７．おわりに
本稿では、レイベリングの本質を付与される
カテゴリーの外部執行性・状況貫通性による自
己定義権の剥奪による苦痛に求めた。さらに、
カテゴリーに「ひっかけられる」ことによる自
己レイベリング化のメカニズムを見、また、最
終的にレイベリングを自己レイベリングとして
｢飲み込まされる」ことに、レイベリングによ
る苦痛の隠蔽メカニズムを見た。しかし、被レ
イベリング者のレイベリングに対する反応は、
レイベリングを受容し自己レイベリングの増幅

<８＞どうしても不協和が解消しない場合、被レ
イベリング者は不快な選択行為から自己自身を
分離し、他者から押し付けられたレッテルの役
割を仕方なく遂行しているのではなく、自分か
ら進んで引き受けたのだというふりをするだろ
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過程にはまり込むものだけではない。他者に対
するクレイム申し立て（自己一他者関係)、セ
ルフヘルプ・グループにおける脱自己レイベリ
ングの営み（自己一自己関係）など、レイベリ
ングからの解放戦略については、別稿を期した
I'､(Cf佐藤[19921)｡

イブ・レイベリングの場合と同様に感受されるの
である。一次的な苦痛が感受されない分、ポジテ
ィブ・レイベリングを受けた人はレイベリングを
受容しやすく、また自己定義権剥奪の苦痛を感受
しレイベリング者に対してクレイムを申し立てた
場合にも、それが被レイベリング者の自己アイデ
ンティティにとって問題的な状況であることの認
識をレイベリング者に共有させるのは困難である
といえる。社会的にポジティブとされる価値を獲
得することが是とされ推奨される現代社会では、
ポジティブ・レイベリングの自己アイデンティテ
ィにとっての問題性が不可視なものとなっている
と思われる。

【注】
(1)この点に関しては、「抗弁する可能性」（坂本
［1986])、「<市民的自己>」（薄井[19911)を参照。

(2)大村と宝月は、リースマンのいう「他者志向型」
の社会を取り上げ、サンクションがポジティブか
ネガティブかの違いはあるものの、それがレイベ
リング論のロジック、つまり「逸脱はある人がコ
ミットした行為の内容ではなく、ただ他者がそれ
にラベルを貼った結果にすぎない」と同趣旨であ
ることを指摘している(大村＆宝月[1979:38])。

(4)外部執行性という場合の外部とは、可視的である
という意味だけではないことを、今一度、確認し
ておく。不可視の他者が自己一自己関係に投射さ
れた形態の外部執行性を、本稿ではく外部＞執行
性としている。

(3)第５章に見るごとく、レイベリングを特定の行為
とその行為者に対するカテゴリー付与とそれに基
づく取扱いという形で一般的に把握すると、ネガ
ティブ・レイベリングとポジティブ・レイベリン
グとを包括的にレイベリング現象として扱うこと
が可能となる。両者の差異は、次のようである。
ネガティブ・レイベリングは、社会的にネガティ
ブとされる価値を付与されることによる一次的な
苦痛、および常にそうしたカテゴリーで定義され
ることによる自己定義権剥奪の二次的な苦痛が与
えられる。これに対して、ポジティブ・レイベリ
ングは、社会的にポジティブとされる価値を付与
されるために、一見、私の自己アイデンティティ
にとって問題ではないように他者にも私自身にも
意識されるが、常にそうしたカテゴリーで定義さ
れることによる自己定義権剥奪の苦痛は、ネガテ

(5)ポジティブ・レイベリングであるからといってそ
れを苦痛と感受しないとは限らない。社会的にポ
ジティブな価値を付与されていても、それがカテ
ゴリーの外部執行性・状況貫通性によって自己定

義権剥奪の感覚をもたらす場合、被レイベリング
者の自己アイデンティティにとって問題的な状況
となるのである。なお、ポジティブ・レイベリン
グとは、たとえば「よい子」「優等生」といった肯
定的なカテゴリーを付与された生徒が、他者から
の期待を重荷に感じ、「｢親の見栄のために勉強す
るのは嫌だ」「どうせオレなんか頭が悪いんだ、期
待しないでくれ」などと反発し、あげ<は暴発へ
と向かう」（本多編[1986:318])ような現象を指す。

(6)ローテンバーグは西欧的文化を「疎外の個人主義」
と呼び、対比的に非西欧の文化特性を「互恵の個
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デンテイテイを承認し、彼のアイデンティティ管
理・執行を援助する人々のことである。宝月によ
ると、保護集団の機能は、①精神的安息の場の提
供、②逸脱者仲間からの誘惑の阻止、③被し"イベ
リング者に逸脱者としてのアイデンティティを想
定する慣習的「他者」との仲介、といったもので
ある(大村＆宝月[1979:281])｡

人主義」と呼ぶ。「疎外の個人主義」は、「一般に
敵対する他人と交際したり、あるいは他人から切
り離されている個人の抱く自己依存ないし独立心」
のことであり、利己主義的達成欲求を奨励し、そ
の帰結として高度の孤独感と低度の親密さを随伴
する。このエートスに首尾よく適応しない失敗者
は、逸脱者＝呪われし者として社会から排除され
るわけである。一方、「互恵の個人主義」は、「一
般に他人と相互に関係し合ったり、あるいは他人
と仲よく付き合っている個人の抱く自己依存ない
し独立心」のことであり、集団主義的達成欲求を
奨励し、高度の親密さと低度の孤独感を随伴する
(Rotenberg,M.[1978=1986:194-1951)。そして、非
西欧においては、西欧の精神分析に見られるよう
な、内省による自虐を強いる、性悪説を前提とし
た「後向きの療法」のオルターナテイプとして、
性善説に立脚した「前向きの療法」という楽観的
な療法の発達可能性があるという(Rotenberg,M.
[1978＝1986])。彼は「互恵の個人主義」を日本や
イスラエルのキブツに見いだしているが、このよ
うな西欧＝人間の変革不能＝脱レイベリングの可
能性なし／非西欧＝人間の変革可能＝脱レイベリ
ングの可能性あり、という単純な二元論が果たし
て成立するのかどうか、疑問を抱かざるをえない。

(8)ここで展開されているのは責任論ではなく事実論
である。特にネガティブ・レイベリングの場合に、
被レイベリング者自身が自らのアイデンティティ
を自己艇降しているからといって、その責を彼に
帰すという論理が成り立たないことは確認してお
きたい。

(9)ポジティブ・レイベリングの場合、付与されるカ
テゴリーに随伴するポジティブな人格評価による
一次的な苦痛が存在しないため、自己アイデンテ

ィティをめぐる他者と自己の定義間に深刻なコン
フリクトが発生せず、他者の定義が取得されやす
い。すなわち、カテゴリーに「ひっかけられる」
のである。そして、付与されたカテゴリーに基づ
き、アイデンティティ・ストーリーが再編成され
る。

(7)保護集団とは、被レイベリング者の主張するアイ
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